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１．提言等関係

提案1

報告「学術分野における男女
共同参画促進のための課題と
推進策」について日本学術会
議会則第２条第４号の「報
告」として取り扱うこと

科学者委員会
委員長

別添1 　科学者委員会男女共同参画分科会
において、報告を取りまとめたので、
対外報告として、これを公表したいた
め。

江原由
美子委
員長、
小舘香
椎子副
委員長

提案2

提言「ロボット活用による社
会課題解決とそれを支える先
端研究の一体的推進方策 ～
社会共創ロボティクス～」に
ついて日本学術会議会則第２
条第３号の「提言」として取
り扱うこと

機械工学委員
会委員長

別添2 　機械工学委員会ロボット学分科会
において、提言を取りまとめたので、
関係機関等に対する提言として、これ
を外部に公表したいため。
※第三部査読

佐藤知
正委員
長

提案3

報告「高レベル放射性廃棄物
の暫定保管に関する技術的検
討」について日本学術会議会
則第２条第４号の「報告」と
して取り扱うこと

高レベル放射
性廃棄物の処
分に関する
フォローアッ
プ検討委員会
委員長

別添3,4 　高レベル放射性廃棄物の処分に関
するフォローアップ検討委員会暫定
保管に関する技術的検討分科会にお
いて、報告を取りまとめたので、関係
機関等に対する報告として、これを外
部に公表したいため。
※科学と社会委員会査読

山地憲
治委員
長

提案4

報告「高レベル放射性廃棄物
問題への社会的対処の前進の
ために」について日本学術会
議会則第２条第４号の「報
告」として取り扱うこと

高レベル放射
性廃棄物の処
分に関する
フォローアッ
プ検討委員会
委員長

別添3,5 　高レベル放射性廃棄物の処分に関
するフォローアップ検討委員会暫定
保管と社会的合意形成に関する分科
会において、報告を取りまとめたの
で、関係機関等に対する報告として、
これを外部に公表したいため。
※科学と社会委員会査読

柴田德
思副委
員長、
寺西俊
一幹
事、長
谷川公
一委員

提案5

提言「我が国の研究力強化に
資する若手研究人材雇用制度
について」について日本学術
会議会則第２条第３号の「提
言」として取り扱うこと

我が国の研究
力強化に資す
る研究人材雇
用制度検討委
員会委員長

別添6 　我が国の研究力強化に資する研究
人材雇用制度検討委員会において、
提言を取りまとめたので、関係機関等
に対する提言として、これを外部に公
表したいため。
※科学と社会委員会査読

五神真
委員長

提案6

提言「発電以外の原子力利用
の将来のあり方について」に
ついて日本学術会議会則第２
条第３号の「提言」として取
り扱うこと

原子力利用の
将来像につい
ての検討委員
会委員長

別添7 　原子力利用の将来像についての検
討委員会原子力学の将来検討分科会
において、提言を取りまとめたので、
関係機関等に対する提言として、これ
を外部に公表したいため。
※科学と社会委員会査読

家泰弘
委員長

提案7

提言「気候変動下の大規模災
害に対する適応策の社会実装
－持続性科学・技術の視点か
ら－」について日本学術会議
会則第２条第３号の「提言」
として取り扱うこと

土木工学・建
築学委員会委
員長

別添8 　土木工学・建築学委員会地球環境
の変化に伴う風水害・土砂災害への
対応分科会において、提言を取りまと
めたので、関係機関等に対する提言と
して、これを外部に公表したいため。
※第三部査読

小松利
光委員
長、望
月常好
副委員
長

審　議　事　項
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提案8

報告「東京電力福島第一原子
力発電所において発生した事
故事象の検討」について日本
学術会議会則第２条第４号の
「報告」として取り扱うこと

総合工学委員
会委員長

別添9 　総合工学委員会原子力事故対応分
科会において、報告を取りまとめたの
で、関係機関等に対する報告として、
これを外部に公表したいため。
※第三部査読

松岡猛
幹事、
成合英
樹委員

提案9

報告「理学・工学分野におけ
る科学・夢ロードマップ2014
（夢ロードマップ2014）」に
ついて日本学術会議会則第２
条第４号の「報告」として取
り扱うこと

第三部部長 別添10 　第三部の審議を反映して、報告を取
りまとめたので、関係機関等に対する
報告として、これを外部に公表したい
ため。
※科学と社会委員会査読

荒川泰
彦第三
部部長

提案10

提言「ユビキタス状況認識社
会の構築と時空間データ基盤
の整備について」について日
本学術会議会則第２条第３号
の「提言」として取り扱うこ
と

情報学委員会
委員長

別添
11,12

　情報学委員会ユビキタス状況認識
社会基盤分科会において、提言を取り
まとめたので、関係機関等に対する提
言として、これを外部に公表したいた
め。
※第三部査読
  再提案（前回：第199回幹事会）

坂村健
委員長

提案11

提言「科学者からの自主的な
科学情報発信を実現する組
織」について日本学術会議会
則第２条第３号の「提言」と
して取り扱うこと

科学者からの
自律的な科学
情報の発信の
在り方検討委
員会委員長

別添13 　科学者からの自律的な科学情報の
発信の在り方検討委員会において、
提言を取りまとめたので、関係機関等
に対する提言として、これを外部に公
表したいため。
※科学と社会委員会査読

高橋桂
子委員
長、今
田正俊
幹事

提案12

報告「地球に生きる素養を身
につけよう『地球が好きにな
る教育の勧め』」について日
本学術会議会則第２条第４号
の「報告」として取り扱うこ
と

地球惑星科学
委員会委員長

別添
14,15

　地球惑星科学委員会社会貢献分科
会において、報告を取りまとめたの
で、関係機関等に対する提言として、
これを外部に公表したいため。
※第三部査読
  再提案（前回：第200回幹事会）

北里洋
委員
長、大
路樹生
委員

２．国際関係

提案13

韓国行政研究院（KIPA）に講
演者として会員を派遣するこ
と（代表派遣の日程の変更に
ついて）

会長

-

 韓国行政研究院（KIPA）より講演者
の派遣要請があり会員を派遣したいた
め（日程の変更）

派遣者：岩本　康志（第一部会員）
用務期間：未定→平成26年11月11日
（火）
場所：ソウル（韓国）
テーマ：「地球時代の規制改革政策と
規制改革方法の新たな考え方を求め
て」

※旅費、滞在費：KIPA負担

※第１９２回幹事会（平成２６年４
月２５日）において平成２６年６月
１９日（木）開催という日程で了承
されていたが、主催者の都合により
会議日程が変更されたことによる代
表派遣の日程の変更

春日副
会長
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３．規則関係

提案15

「日本学術会議の行う国際学
術交流事業の実施に関する内
規」の一部を改正すること

国際委員会委
員長

別添16 　第22期における国際活動を踏まえ、
所要の規定の改正を行う必要があるた
め。

※国際委員会9月5日了承

春日副
会長

提案16

「会長補佐の指名等につい
て」の一部を改正すること

会長 別添17 　会長アドバイザーの指名を可能にす
る必要があるため。

会長

４．後援

　以下の会議について、後援の申請が
あり、関係する部に審議付託したとこ
ろ、適当である旨の回答があったの
で、後援することとしたいため。

①こども環境学会設立10周年記念イベ
ント「こどもが元気になる国づくり・
まちづくり」
主催者：公益社団法人こども環境学会
期間：平成26年10月15日（水）～23日
（木）
場所：建築会館
申請者：公益社団法人こども環境学会
代表理事　仙田満
参加予定者数：約270名
審議付託先：第一部、第二部、第三部

提案14

アジア学術会議役員会議及び
第15回アジア学術会議大会準
備への会員の派遣及びアジア
学術会議役員会議に外国人を
招聘すること

国際委員会委
員長

-

　アジア学術会議役員会議及び第15回
アジア学術会議大会準備への会員の派
遣及びアジア学術会議役員会議に外国
人を招聘したいため。

・会議名：アジア学術会議役員会議及
び第１５回アジア学術会議大会準備
・派遣者：吉野　博（第三部会員）
・用務期間：平成26年10月31日（金）
～11月5日（水）
・派遣場所：プノンペン及びシェムリ
アップ（カンボジア）

・会議名：アジア学術会議役員会
・招へい者：
　　Vijaya Kumar（アジア学術会議会
長　スリランカ）
　　Mohd Nordin Hasan（アジア学術
会議前会長　マレーシア）
・用務期間：平成26年11月2日（日）
～11月5日（水）
・派遣場所：プノンペン（カンボジ
ア）

※アジア学術会議は、アジア地域にお
ける学術的な共同研究と協力を目的
に、現在、17ヵ国・地域の27の学術機
関等により構成され、毎年、加盟各国
により持ち回りで開催されている。来
年は、第15回会合がカンボジアで開催
される予定である。

※国際委員会9月19日了承、同アジア
学術会議分科会9月12日了承

春日副
会長

提案17

国内会議の後援をすること 会長

-

会長
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５．委員会関係

提案18

第23期における委員会につい
て

会長 別添18
(1～19)

　第23期においても円滑な運営を行え
るよう、幹事会としての引継ぎ事項に
ついて申し送りをする必要があるた
め。

会長

提案19

幹事会附置委員会の廃止につ
いて

会長 別添18
(20)

　「第23期における委員会について」
に基づき、幹事会附置委員会の廃止を
行いたいため。

会長
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